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県

普及指導員消費･安全対策
交付金

補助金

ＧＡＰの実践支援 

専門指導者研修

開催・現地指導 

(国1/2,団体1/2)

国10/10

(国1/2,県1/2)
営農指導員等 

農業団体

研修会の開催

 
県 

生産者・製造業者等 

直売所 

普及・啓発、調査・指導 

巡回調査・指導 
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（様式１号）           Ｈ２７年度 事務事業評価書（既存事業分） 

事 業 名 県産農林水産物輸出強化事業 部課(室)
農林水産部 

園芸振興課輸出促進室、林業振興課、水産振興課

事業 
開始年度

Ｈ２７

 

総 
合 
計 
画 

10の事項 １ 活力にあふれ成長力に富んだ経済と雇用の創出 中項目 ３足腰の強い農林水産業をつくる 

小項目 ２ 
多様な流通・消費に応じた県産農林水産物の生産と
販売対策の推進 

施策 
３
４

県産農産物の輸出拡大 
木材需要に対応した供給体制の整備 

 

１ 事業のねらい・目的  

  国内需要が先細りする中で、県産農林水産物の新たな販路を拡大し農林漁業者の所得向上を図るため、輸出を拡大する。 

 ２ 事業概要 

 

【 事業スキーム図 】 

 

 ３ 事業目標等  

 
 成果指標 基準（H22） H25 H26 H27 H28 

 農産物輸出額 
（百万円） 
（総合計画） 

目標 1,050 1,400 1,600 1,800 2,000 

 
 

実績 1,050 1,402 1,626 調査中 － 

【指標の考え方】 
・ 「福岡県総合計画」の施策目標に沿って、成果指標を設定。 

項　目 事業主体

ア　現地量販店でのフェア開催 協議会

イ　輸出産地対策会議 県

ア　実証ほ設置、輸出実証実施 県

イ　輸出園地認可取得に向けた取組 協議会

ア　現地における販売促進 協議会

イ　バイヤー招へいによる販路開拓 協議会

県

県

協議会

協議会

協議会

①和食をコンセプトとした県産品のＰＲ
・海外の一流シェフを産地招へい
・県産品を使った和食レシピとその詰合せ商品提案（フェア）

②海外の料理教室の活用によるＰＲ・販促 ・県産品を使った和食講座

③ミラノ国際博覧会における県産品ＰＲ
・日本食レストランでの八女茶の提供、ＰＲ
・イベント広場での八女茶のＰＲ

４
　ハラル等セミナーの開催（平成27年度より実施）
５
　県産材輸出促進対策（平成27年度より実施）

福岡県森林
組合連合会

①国内需要が低迷する品目の輸出拡大（柿・
みかん）

②安定輸出に向けた産地整備（柿・みかん）

①木材輸出拡大に向けた県産材のトライアル輸出の支援
②県産材の販路開拓

３
　和食ブームを捉えた県産品の海外ＰＲ、取引提案
（平成27年度より実施）

福岡県産品
輸出促進協

議会

⑤低コスト輸送による通年取引による輸出拡大（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、極東ﾛｼｱ）
　 高い購買力が見込める新規輸出国の開拓(ﾏﾚｰｼｱ､ﾛｼｱ･ﾓｽｸﾜ)

県

⑥事務費（国内調査旅費、情報収集）

1
　輸出拡大を重点化する国（地域）や品目を明確化し
た取組強化

①輸出を行う産地（生産者・団体）に対し、ハラルやグローバルＧＡＰ認証に向けたセミナー開催

内　　　容

2
　輸出純増につながる新たな輸出品目の発掘

①福岡花市場を輸出拠点とし海外ﾊﾞｲﾔｰ招へい等を通した｢県産花き｣の販路開拓

②検疫条件の情報提供等を通じた「植木」の輸出促進

③本県漁業の特徴に応じ少量でも利益につなげる販路開拓

③県産農産物の知名度向上と販路開拓

④新たな鮮度保持技術の船便輸送による輸出拡大(あまおう)

　　　 ①和食をコンセプトとした県産品のＰＲ

　　　　　・海外の一流シェフを産地招へい

　　　　　・県産品を使った和食レシピとその詰合せ商品提案（フェア）

　 　　②海外の料理教室の活用によるＰＲ・販促

　　　　　・県産品を使った和食講座

　　　　　・現地における販売促進

　 　　③ミラノ国際博覧会における県産品ＰＲ 　・ハラール協会

　　　　　・日本食レストランでの八女茶、県産日本酒のＰＲ 　・ハラル認証取得者

　　　　　・イベント広場での八女茶のＰＲ 　・植物検疫所

　・輸出業者

　   ４　ハラル等セミナーの開催 　・GAP認証取得者

　　５　他県と連携した県産材のトライアル輸出

　　 ３　和食ブームを捉えた県産品のＰＲ、取引提案

ミラノ国際博覧会

・日本フードサービス協会

・日本茶業中央会

香港

・高級ホテル、レストラン、量販

店、クッキングスクール

【事業主体】

福岡県森林組

合連合会

福岡県 福岡県森

林組合連
合会

  １　輸出拡大を重点化する国(地域)や品目を明確化した取組強化
　　 ①　国内需要が低迷する品目の輸出拡大(柿･みかん)

　　　 ア　現地量販店でのフェア開催

　　 ②　安定輸出に向けた産地整備(柿･みかん)

　　　 イ　輸出園地認可取得に向けた取組

　　 ③　県産農産物の知名度向上と販路開拓

　　　 ア　現地における販売促進

　　 　イ　バイヤー招へいによる販路開拓

　 ２　輸出純増につながる新たな輸出品目の発掘

　　 ①　福岡花市場を輸出拠点とし海外バイヤー招へい等を通した「県産花き」の販路開拓

　　 ②　検疫条件の情報提供等を通した「植木」の輸出促進

　　 ③　本県漁業の特徴に応じ少量でも利益につなげる販路開拓
団体

負担金

国
補助金

（１／２）
【事業主体】

　福岡県産品

  輸出促進協議会

　会長

　　福岡県副知事

　事務局

　　輸出促進室

福岡県
負担金

香 港

台 湾

タ イ

ｼﾝｶﾞﾎﾟ-ﾙ

欧 州

ロシア

など

連携

補助
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【目標達成状況、未達成のときはその理由】 
・ 農産物輸出額については、目標の20億円に対し16億2,600万円(26年度)。 
・ 26年度における県産農産物の輸出額は、野菜・果実をはじめ全体的に、円安傾向の継続や世界的な和食ブームに加え、販売促進フェア
などの取組により2億2,400万円増加。 

・ 目標未達成の理由としては、ﾘｰﾏﾝ･ｼｮｯｸ（20年9月）以降の世界的な不況に加え、23年度まで円高傾向が続いたことにより、輸出が20年
から23度に伸び悩んだことによる。 

 

４ 

有 
効 
性 
・ 
効 
率 
性 

【事業の有効性】 
・和食ブームを捉えた県産品の海外ＰＲ等については、県産農産物の安全性や美味しさを現地消費者に直接ＰＲすることにより販路拡
大が図られる。 

・ハラル等セミナーの開催については、相手先の取引条件をクリアすることにより新たな取引拡大が図られる。 
・木材の輸出については、他県と連携しロットを確保することで、輸出コストの削減と価格交渉力の向上が図られる。 
 
 

【事業の効率性】 
・農産物については、県産農産物の使用（消費）に波及効果が高い海外の一流シェフや料理教室の受講生を事業対象し、また、一度に
多く対象にＰＲができるミラノ万博を活用するなど、事業の効率化を図っている。 

・木材については、他県との連携により事業の効率化を図っている。 
 
 

 

５ 事業費（千円） H26決算 H27当初 H28当初 人件費 H26 H27 H28 

歳  出 40,429 54,191 55,468 時 間 8,719 8,719 8,719 

（うち一般財源） 40,429 54,191 55,468 人件費（千円） 35,818 35,818 35,818 
 

６ 見直しの内容  

継続 （ 拡充   改善（実施方法の大きな変更等を伴うもの）   一部改善   縮小 ） 

終了 （ 完了   再構築（他の事業に組み替え）   廃止 ） 

【上記の理由】 
・農産物の国内需要が縮小傾向にある中、県内農業生産の維持・拡大を図ることは極めて重要であることから、輸出による新たな需要の開拓
を継続して行う必要がある。 

【見直し内容】  
 
（費用対効果の向上） 
・輸出先のニ－ズに合わせた農産物を安定的に確保・供給する産地づくりを、農業者やＪＡ等農業団体、県関係機関と連携して進める。 
・販売促進フェア、商談会・見本市出展、セミナー、輸出に係る技術実証など輸出拡大の取組については、九州各県との連携を進める。 
 
（部局間の調整・連携） 
・事業実施にあたって、現地バイヤ－から食品を含む取引要望があった場合には、食品業者を所管する商工関係課と連携し取り組む。 
・現地でのフェア等の開催にあたっては、海外事務所を通じ現地業者と調整を図るなど、計画的に取り組む。 
・販路開拓に向けた国際見本市等の出展にあたっては、JETROを積極的に活用して取り組む。 
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市町村

民間判定士

関係団体



 
 

 ３ 事業目標等  
  

 成果指標    H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 
 
 被災建築物応急危険度判定士登録件数 

目標 3,800人 3,800人 2,500人 2,600人 2,600人 2,600人 2,600人

実績 2,286人 2,377人 2,284人 2,329人 2,344人 調整中  

 
 
【指標の考え方】  
・被災時に迅速な被災建築物の応急危険度判定活動を行い、二次災害を防止するということを目標とする。その指標として、地
域防災計画に定める被災建築物応急危険度判定士登録者数を設定。平成24年度に地域防災計画の見直しがされたため、この見直
しに伴って新たに目標を設定した。 

【目標達成状況、未達成のときはその理由】 
・被災建築物応急危険度判定士は５年ごとに更新を行っているが、更新予定者に対して実際の更新者が少ないため、このことが

伸び悩みの大きな要因と考えられる。 

 

４ 
 

有 
効 
性 
・ 
効 
率 
性 

【事業の有効性】  
・福岡県西方沖地震では延べ444人、東日本大震災では延べ8,531人の被災建築物応急危険度判定士が活動しており、応急危
険度判定士は二次災害の防止に寄与している。 
・毎年概ね100人が講習会を受講し、新規登録者となっている。また、更新予定者の再登録を推進している。 

【事業の効率性】  
・講習会の開催や情報提供にあたっては、協議会を通じてポスターやパンフレットの送付を行うことにより周知するなど、
協議会と連携することで、効率的に事業を実施した。 

 

５ 事業費（千円） H26決算 H27当初 H28当初 人件費 H26 H27 H28 

歳  出 2,351 2,219 2,260 時 間 771 782 777 

（うち一般財源） 2,015 1,917 1,944 人件費（千円） 3,168 3,213 3,192 
 

６ 見直しの内容  

 
継続（ 拡充   改善（実施方法の大きな変更等を伴うもの）   一部改善   縮小 ） 

終了（ 完了   再構築（他の事業に組み替え）   廃止 ） 
 

【上記の理由】 
・近年の被災時の状況を鑑みると、被災建築物応急危険度判定の必要性は更に高まっており、今後も周知方法や、更新時のため
登録者の経過把握等、工夫をしながら登録者数を増やしていく努力が必要である。 

【見直し内容】  
 
（費用対効果の向上） 
・新規登録者（講習受講者）を増やすため、被災建築物応急危険度判定制度のパンフレットを作成し、建築士登録窓口や建築士
事務所登録窓口で新たに建築士となる者や既に登録要件を満たしている者に配布し、登録の働きかけを強める。 
また、講習会の開催に際しては、行政機関、建築士関係団体への要請を行う。 

 
・登録の更新漏れがないように、通知を徹底するとともに、既に更新期限切れとなった者に対しても再度の登録通知を行う。 
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（様式１号）      Ｈ２７年度 事務事業評価書（既存事業分） 

事 業 名 
建築物地震対策事業 

（耐震診断費補助事業） 
部課(室)

建築都市部 
建築指導課 

事業 

開始年度
H26 

 

総 
合 
計 
画 

10の事項 2 
災害や犯罪、事故がなく、安全で安心して暮らせ
ること 中項目 1 災害に強いまちをつくる 

小項目 1 災害に強いまちの構築 施策 3 耐震化の推進 

 

１ 事業のねらい・目的  

○耐震診断が義務化された大規模建築物に対し、支援制度を創設することにより耐震診断を確実に実施させ、耐震化を促進 
○緊急避難道路等の「避難路沿道建築物」、災害時にその利用を確保することが必要な「防災拠点建築物」について、県耐震改
修促進計画を改定し、新たに指定することにより、耐震診断を義務化し、耐震化を促進 

 
 

 ２ 事 業 概 要  

○耐震診断費補助事業 
 改正法により耐震診断が義務化された大規模建築物のうち、政令市以外の民間建築物に対し、耐震診断費用を補助 
 
○県耐震改修促進計画の改定 
 防災拠点建築物、避難路沿道建築物の指定 

【事業スキーム図】   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 事業目標等  
  

 成果指標    H26 H27 

  
 ・耐震診断費補助件数 

目標 8 6 

実績 8 3 
 

【指標の考え方】  
・耐震診断が義務化された大規模建築物に対して、確実に耐震診断の報告を実施させる。 

 
 
 

【目標達成状況、未達成のときはその理由】  
・補助対象建築物１４棟のうち、８棟が診断済み、３棟が診断中である。 
・２棟が閉鎖・解体し、１棟が閉鎖予定であるため、補助実績は１１件となっている。 

 

 
 

補助事業のスキーム（民間分のみ） 

用途

H26 H27

避難弱者が利用する建築物 271 2 2 0 0

幼稚園、保育所 4 2 2 0 0

小中学校 266 0 0 0 0

老人ホーム等 1 0 0 0 0

不特定多数が利用する建築物 23 28 14 8 6

病院 8 10 6 2 2

ホテル、旅館 1 5 1 3 1

体育館、集会所 6 1 0 1 0

店舗等 6 9 5 1 3

庁舎等 2 1 1 0 0

運動施設 0 1 1 0 0

駐車場 0 1 0 1 0

294 30 16 8 6

補助対象補助
対象外

大規模建築物の県内の状況（政令市を除く）

公共
棟数

対象建築物　　計

民間棟数

H26年度 H27年度

耐震診断

１／３ 県負担

国交付金

１／６ 所有者負担

１／３ 国交付金

１／６ 国補助金（耐震対策緊急促進事業）

国補助金 

国交付金 

補助事業を創設（H25～H27）

（耐震対策緊急促進事業） 

住宅・建築物安全ストック形成事業

所有者
国

県

耐震診断の実施

耐震診断結果の報告

耐震診断結果の

公表

耐震改修の実施

・既存補助制度の活用

・補助制度の検討

負担

１／６

補助金

１／６

交付金

１／３

県負担

１／３

※政令市には補助しない

直接

直接
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４ 
 

有 
効 
性 
・ 
効 
率 
性 

【事業の有効性】  
・耐震診断費を補助することにより、所有者は耐震診断に取り組みやすくなり、耐震化の促進へ寄与している。 
・県耐震改修促進計画を改定し、総合的かつ計画的に耐震化を促進することにより、災害時の人的・経済的被害の軽減へ繋

がる。 

【事業の効率性】  
・耐震化の進捗状況、改正法の内容を踏まえ、現状に即した計画へ改定することにより、重点的かつ効率的な耐震化の促進

を図る。 
 

 

５ 事業費（千円） H26決算 H27当初 H28当初 人件費 H26 H27 H28 

歳  出 82,342 41,776 － 時 間 1,277 1,996 － 

（うち一般財源） 41,174 21,143 － 人件費（千円） 5,246 8,200 － 
 

６ 見直しの内容  

 
継続（ 拡充   改善（実施方法の大きな変更等を伴うもの）   一部改善   縮小 ） 

終了（ 完了   再構築（他の事業に組み替え）   廃止 ） 
 

【上記の理由】 
・耐震診断の報告期限が平成27年12月末であり、補助事業の期間もそれに合わせ平成27年度までとしているため。 
・県耐震改修促進計画の改定を平成28年3月に行う予定であり、改定作業が完了するため。 
 

【見直し内容】  
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（様式１号）      Ｈ２７年度 事務事業評価書（既存事業分） 

事 業 名 県立学校集団体験活動推進事業 部課(室)
教育庁教育振興部 

高校教育課、義務教育課 

事業 

開始年度
H24 

 

総 
合 
計 
画 

10の事項 ６ 
子ども・若者が夢を抱き、将来に向かってはばた
けること 中項目 ２

豊かな人間性や志を持ち、たくましく生きる子ども・
若者を育てる 

小項目 ２ 豊かな心を持った子ども・若者の育成 施策 ２ 実体験を重視した教育の推進 

 

１ 事業のねらい・目的  

 
＜高等学校＞ 
○ 高校生活にスムーズに移行できるための指導を効果的に実施 
 ・中学校生活との違い、各校の学校文化、３年間の学校生活リズム等を理解 
 ・学年集団内の人間関係づくり、自尊感情、規範意識の育成 
 ・一人一人の多様な個性と能力の伸長、個人や社会の多様性を尊重し、互いに支え合い、高め合い、役割・責任分担しながら、
  共通の目的・目標に向かって連携・協力し、相乗効果を上げる協働を体験 

・各学校の実情に合わせた体験活動の指導目標を設定し、具体的な指導計画を作成 
○ 集団体験活動は、上記の目的を達成するために も効果的な方法 

 
＜特別支援学校＞ 
○ 各教科や総合的な学習の時間、特別活動、自立活動等の授業において、児童生徒一人一人の実態に応じた具体的な指導計画を

立て、児童生徒の学習内容の理解を深める。 

 ２ 事 業 概 要  

 
＜高等学校＞自立と協働を学ぶ体験活動推進事業 
 
【対  象】全県立中学校、中等教育学校及び高等学校の１年生 
【実施場所】学校内、県内又は近県施設 

（各校セミナーハウス、英彦山青年の家、社会教育総合センター、夜須高原青少年自然の家等） 
【実施期間】学校長の定める期間 
【実施内容】各学校の実情に合わせた体験活動の指導目標を設定し、具体的な指導計画を立てる。 

例 ・自然等体験活動 
・学習体験活動 
・集団行動体験活動         
・テーマ別協議・発表会（学校の実状に合わせてテーマを設定） 
・災害時生活等体験活動 

 
＜特別支援学校＞自立と社会参加に向けた体験学習推進事業 
 
【対  象】特別支援学校小学部・中学部及び高等部に在籍する児童生徒（学校の状況により学年を特定） 
【実施期間】１日から２泊３日程度（児童生徒の学年や障害の状態等に応じ、各学校で決定） 
【実施内容】各教科等の授業において、学部・教育部門ごとに直接的な体験学習を実施 
      例 （小学部）自然体験学習、公共施設見学 
        （中学部）集団体験学習、文化施設見学 
        （高等部）集団宿泊体験活動、企業見学 

【事業スキーム図】   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自立と協働を学ぶ体験活動推進事業

１年生対象の集団体験活動の実施

一人一人の多様な個性と能力の伸長

個人や社会の多様性を尊重し互いに支え

合い、高め合う意識の育成

夢や志をもった高校生活

・自然等体験活動 ・テーマ別協議、発表会

・集団行動体験活動 ・災害時生活等体験活動

・学習体験活動

中学から高校生活へのスムーズな移行

学年集団内の好ましい人間関係づくり

自尊感情・規範意識の育成

自立 協働
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３ 事業目標等  

 

 

成果指標  H25 H26 H27 H28 H29 

＜高校生自助と共助を学ぶ宿泊体験事業＞ 

不登校のきっかけが学校に係る事由の人数 

目標 330人 290人    

実績 518人 483人    

＜特別支援学校体験学習推進事業＞ 

体験学習における指導目標の達成度 

目標 90% 100%    

実績 98.6% 99.2%    

＜自立と協働を学ぶ体験活動推進事業＞ 

体験活動における指導目標の達成度(A･B回答率) 

目標   85% 90% 95% 

実績   100%   

＜自立と協働を学ぶ体験活動推進事業＞ 
中退率(全日制) 

目標   0.95% 0.93% 0.90% 

実績   ※   

＜自立と社会参加に向けた体験学習推進事業＞ 

体験学習における指導目標の達成度(A回答率) 

目標   80% 85% 90% 

実績   調査中   

                                       ※平成28年12月ごろ確定予定 
【指標の考え方】  

＜高等学校＞ 
(H24～H26) 
・不登校となったきっかけの中で、学校に関係する事由による者の減少を指標とし、22年度の443人から150人程度の減少を目指す。

 (H27～H29) 
 ・体験活動の指標としては、各学校が設定した指導目標の達成度及び中退率（全日制）を成果指標とする。 
 ・実施校担当教員にアンケートを実施し、体験活動において各学校が設定した指導目標の達成について、参加生徒の感想文等を 

もとに４段階評価で上位２段階を回答した割合を指標とする。 
 ※H26までの指標では、事業対象外である定時制課程の生徒が含まれていた。事業成果をより正確に確認するため、指標を変更した。

＜特別支援学校＞ 
 ・体験学習の成果として、体験学習における指導目標の達成度を成果目標とする。 
 ・担当教員にアンケートを実施し、体験学習における指導目標の達成について４段階評価で 上位の回答をした割合を指標とする。

【目標達成状況、未達成のときはその理由】 
＜高等学校＞ 
 不登校となったきっかけが学校に関係する事由の人数については、Ｈ２５ ５１８人 ⇒ Ｈ２６ ４８３人と前年度と比較して３
５人減少しており、本事業の効果が上がっているものと考えられる。 
 また、中途退学者数は、Ｈ２５ ４８７人 ⇒ Ｈ２６ ３６３人と前年度と比較して減少しており、これまで不登校から中途退学
に至っていた生徒が、学校復帰の可能性を残し在籍することができていることは一定の評価に値すると考えられる。 
 ＜特別支援学校＞ 
 Ｈ２６は、４段階評価で上位２段階を回答した担当教員割合がほぼ目標値を達成しており、事業目的を達成していると考えられる。

 

４ 
 

有 
効 
性 
・ 
効 
率 
性 

【事業の有効性】  
＜高等学校＞ 
集団体験活動を通して、各学校の文化や学校の生活リズム等を理解することに加え、学年集団の人間関係づくり、帰属意識の

高揚、学ぶ意欲への意識改革を図るとともに、コミュニケーション能力を育成し、高校生活にスムーズな移行を実現することで
不登校や中途退学等の未然防止に成果が上がっている。 
＜特別支援学校＞ 
自然体験学習、公共施設や文化施設等の見学、集団宿泊学習、企業見学等の体験学習を通して、各教科等の内容理解を深める

とともに、学ぶ意欲や自立し社会参加する資質の向上に成果が上がっている。 

【事業の効率性】  
 ＜高等学校＞ 
 生活環境や心理状態が大きく変化しがちな１年生の時期に実施することや、従前と異なり、実施時期等の分割を可能とするな
ど、宿泊を義務付けないなど各学校の生徒の実態に応じた実施を可能とすることで、より事業の効率性を高めている。 
 ＜特別支援学校＞ 
 発達の段階や学習内容を考慮して実施学年を特定することや、直接体験が不足しがちな障害種の学校では全児童生徒を実施対
象とするなど、学校や児童生徒の実態に応じた体験学習を行うことで、事業の効率性を高めている。 

 

５ 事業費（千円） H26決算 H27当初 H28当初 人件費 H26 H27 H28 

歳  出 45,375 64,143 72,040 時 間 352 352 352 

（うち一般財源） 45,375 64,143 72,040 人件費（千円） 1,447 1,447 1,447 
 

６ 見直しの内容  

 

継続（ 拡充   改善（実施方法の大きな変更等を伴うもの）   一部改善   縮小 ） 

終了（ 完了   再構築（他の事業に組み替え）   廃止 ） 
【上記の理由】 

＜高等学校＞ 
・当該事業は中途退学を含めた学校不適応の未然防止に大きな効果がある。 
・体験学習やアクティブラーニングの手法を取り入れたテーマ別協議等を行うことで、コミュニケーション能力の育成に寄与し、授業
改善にもつながることから、生徒の実態に応じた目標設定と指導計画の検討が必要である。 
＜特別支援学校＞ 
各教科等の学習内容の理解を深め、指導目標を達成することにも寄与することから、個別の指導計画に基づき、障害の特性や一人一

人の実態に応じた具体的な目標を設定するとともに、児童生徒の将来の自立や社会参加につながる学習内容を検討する必要がある。 

【見直し内容】  
（費用対効果の向上） 
＜高等学校＞ 
バス代の高騰に伴い、各学校の生徒の実態に応じて宿泊・バス借上の有無や活動内容等を再検討することで、事業費を抑えるととも

に、より効果の高い集団体験活動を実施する。 
＜特別支援学校＞ 
障害の特性や実態に応じ、宿泊の有無や活動内容等を再検討し、事業の有効性を高めるとともに事業費を抑える。 
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（様式１号）      Ｈ２７年度 事務事業評価書（既存事業分） 

事 業 名 中１不登校等対策強化事業 部課(室)
教育庁教育振興部 

義務教育課 
事業 

開始年度
Ｈ２６

 

総 
合 
計 
画 

10の事項 ６ 
子ども・若者が夢を抱き、将来に向かってはば
たけること 

中項目 ２
豊かな人間性や志を保ち、たくましく生きる子
ども・若者を育てる 

小項目 ２ 豊かな心を持った子ども・若者の育成 施策 ６ いじめ・不登校、ひきこもり問題の解決 

 

１ 事業のねらい・目的  

 
○市町村に対して県が中１不登校対策を実施することにより、県内の小中学校間の不登校出現率の差を減少させる。 
○不登校の予防・早期発見を促進する取組を行うことにより、県全体の不登校出現率を全国平均値以下にする。 

 ２ 事 業 概 要  

 
１ 強化指定市町村における中１不登校対策の実施 

○中１不登校等対策アドバイザーの派遣 
・課題のある県内７市町村を強化指定市町村に指定（３年間で最大２１市町村）し、不登校等対策アドバイザー（各１名）を派遣 
する。 
※アドバイザーについて 

   対象：小学校 6 年生の児童、中学校 1 年生の生徒 
   業務：①不登校傾向（早退、遅刻が多い）を示す児童生徒の生活の状況や家庭の状況に関する情報収集や指導計画の立案 

支援、保護者に対する支援 
②不登校対策に関する会議における指導・助言（学校、市町村） 
③新たな不登校を生まないための指導に関する研修会の企画・運営（学校、市町村） 

任用者：学習指導や生活指導についての指導・助言が可能な退職校長等 
○中１不登校等対策協議会の設置 

・市町村や小中学校間の情報・課題を共有して、実態に応じた小中連携による不登校予防対策を検討・協議する。 
    委員構成：学識経験者、不登校等対策アドバイザー、市町村教委担当者、小中学校教職員、ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ、ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ
    開催回数：年３回程度（各学期に１回） 
 
２ 不登校予防診断チェックリストの開発 
  ・教職員による不登校に対する予防・早期発見を促進するため、児童生徒の学校への適応感等の不登校傾向を測る予防診断

チェックリストを開発する。 
  ・不登校予防診断チェックリスト作成会議による検証に基づき、強化指定市町村で研究を実施し、３年後、県内全ての公立

小中学校において共通実践を行う。 
 
３ 保護者用不登校防止パンフレット及び教員用不登校対策指導資料の作成・配布 

  ・家庭における不登校の予防や不登校傾向の児童生徒への支援の在り方等に関する保護者向け広報パンフレットの作成・配
布（配布先：県内公立小中学校の児童生徒の保護者約 218,000 人） 

  ・不登校予防対策に関する教員用指導資料の作成・配布（配布先：県内公立小中学校教員約15,000人） 

【事業スキーム図】   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（市町村）

  小中連携による不登校予防対策の実践

 
３

年

間

で

最

大

 
市

町

村

中１不登校等対策協議会
小中連携による不登校予防対策の実践 

個々の児童生徒の実態に応じた対策を検討・協議

小学校

事業実施市町村（７市町村） 

福岡県教育委員会
不登校等対策アドバイザーの派遣、事業実施に係る指導・助言
不登校予防診断チェックリストの開発

連携強化

  

指導

助言

報告

相談

 

連携
強化

連携 
強化 

 １年次
 ２年次

 ３年次

小学校

中学校
  アドバイザー
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・
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・
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 ３ 事業目標等  
  

 成果指標  H25 H26 H27 H28  

 強化指定市町村における小中学校間の不登校出現
率の差の減少（H23県平均29.9人以下） 

目標 － 7市町村 14市町村 21市町村  

 実績 0市町村 3市町村 事業実施中   

 
 

1,000人当たりの不登校児童生徒数の減少 
（H23全国平均11.3人以下） 

目標 － 11.7人以下 11.5人以下 11.2人以下  

実績 12.4人 12.6人 事業実施中   

 
【指標の考え方】  
 

福岡県総合計画における施策目標設定時の県の実績値（平成23年度）を基準として設定 
 

【目標達成状況、未達成のときはその理由】  
 
 
中１不登校等対策協議会等の体制整備に時間を要し、取組開始が遅れたことが一因となり、強化指定した4市町において小学校の

不登校は減少したものの、不登校出現率の減少には至らなかった。 

なお、強化指定した7市町中3市町では不登校出現率の差が減少した。 

 

 

４ 
 

有 
効 
性 
・ 
効 
率 
性 

【事業の有効性】  
平成26年度強化指定市町村7市町のうち、3町で不登校出現率が減少した。不登校出現率が減少しなかった他の4市町におい

ても小学校の不登校児童数が減少した。 

成  本年度は児童生徒の学校への適応感等の不登校傾向を測る予防診断チェックリストを完成させ、今後県内全小中学校で
普及活用し、不登校の未然防止、早期発見及び解消に役立てる。 

【事業の効率性】  
 強化指定市町村においては、不登校対策アドバイザーの指導・助言により効率的で適切な不登校対策が実施された。また、
保護者用不登校防止パンフレット及び教員用不登校対策指導資料の配布により、不登校についての認識や対応について家庭と
学校の共通理解が進み、これまで以上に両者が協力した不登校の防止・解消の実践が進んでいる。 

 

５ 事業費（千円） H26決算 H27当初 H28当初 人件費 H26 H27 H28 

歳  出 9,626 16,546 14,148 時 間 432 432 432 

（うち一般財源） 7,195 11,825 10,153 人件費（千円） 1,775 1,775 1,775 
 

６ 見直しの内容  

 

継続（ 拡充   改善（実施方法の大きな変更等を伴うもの）   一部改善   縮小 ） 

終了（ 完了   再構築（他の事業に組み替え）   廃止 ） 
 

【上記の理由】 
 強化指定市町村においては組織的な不登校対策が実現できており、継続的に取り組むことによって更なる不登校出現率の減少
が期待できる。 
また、平成28年度は教師及び保護者用の不登校予防診断チェックリストが完成予定である。これにより3者（児童生徒・教師・

保護者）の視点から不登校の予防、早期発見の取組が促進され、不登校児童生徒数の出現率の減少が期待できる。 
  

【見直し内容】  
 
（費用対効果の向上） 
 強化指定市町村におけるこれまでの2年間の事業実施状況を踏まえ、運営経費の見直しを行う。 
 
（部局間の調整・連携） 
 教育事務所との連携を強化し、各地区中１不登校等対策協議会と一体となって統一的な取組の更なる充実を図る。 
 
（その他） 
 特になし 
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（様式１号）      Ｈ２７年度 事務事業評価書（既存事業分） 

事 業 名 保護者と学ぶ児童生徒の規範意識育成事業 部課(室)
教育庁教育振興部 

義務教育課、高校教育課 

事業 

開始年度
H24 

 

総 
合 
計 
画 

10の事項 ６ 子ども・若者が夢を抱き、将来に向かってはば
たけること 中項目 ２

豊かな人間性や志を持ち、たくましく生きる子
ども・若者を育てる 

小項目 ３ 少年の非行防止と健全育成 施策 １ 少年の非行防止と健全育成 

 

１ 事業のねらい・目的  

・保護者が児童生徒と共に規範意識について学ぶことで、保護者の規範に対する意識や養育に関する責任感を高

め、さらに学校と家庭との連携を図り、児童生徒の規範意識向上に取り組む。 

・公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校において、発達段階や校種に応じた学習会

を実施することで、児童生徒の規範意識向上のための一貫した取組を行う。 
・以上の取り組みにより、社会のルールを守る理解を深め、非行行為に走らない判断力や行動力を育成し、非行

防止の基盤となる児童生徒の規範意識の向上を図る。 

 ２ 事 業 概 要  

○規範意識向上学習会の実施 

【対象校種】 

公立小学校(3年生以上)、県立・公立中学校、県立・公立高等学校（中等教育含む）、 

県立・公立特別支援学校 

【学習テーマ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○学習会への講師の派遣 

上記の学習会のうち各学校で年 1 回、専門的な人材を外部講師として学校に招き、学習会を実施する。 

 なお、外部講師については、大学、NPO 法人等と連携し各校が決定する。 
 
 

【事業スキーム図】   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学習テーマ 具体的内容 小学校3･4年 特別支援学校 保護者

望ましい行動の促進

接遇教育
法教育、
交通安全教育、
立腰教育 等

ネットいじめ等防止
ネットの危険性
ネットによる誹謗中傷防止、
ネットによるいじめ防止 等

非行防止

初発型非行防止、
薬物乱用防止、
性の逸脱行動防止、
飲酒運転防止 等

※初発型非行：万引き･占有離脱物横領･乗物盗

小学校5年～高等学校

年に
２テーマ実施
(２回/年) 年に

３テーマ実施
(３回/年)

児童生徒の
実態に応じた
学習テーマを
障害種ごとに
選択し実施
(１回/年)

各区分において、
実施テーマのうち
１テーマ(１回/年)
は、保護者も参加

県教育委員会
市町村

教育委員会

公
立

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

県
立

中学校
高等学校
中等教育学校
特別支援学校

大学
NPO法人等

実施通知

報告

報
告

実
施
通
知

実施通知

報告

派遣依頼

講師派遣

派遣依頼

講師派遣
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 ３ 事業目標等  

   
 

 成果指標    基準(H22) H24 H25 H26 H27 H28 目標(H29)

 
 非行者率（総合計画） 

目標    9.8人以下    

実績 12.6人 9.8人 8.4人 7.3人    

 
 刑法犯少年検挙補導人員 

目標    4,700人以下    

実績 6,203人 4,804人 4,040人 3,799人    

 
児童生徒と保護者が共に学ぶ学習会
を実施している学校の割合 

目標    100％ 100％ 100％ 

 
実績    調査中   

 
【指標の考え方】  
・非行防止の基盤となる児童・生徒の規範意識の向上を図る事業であることから、非行者率、刑法犯少年検挙補導人員を指標と
し、目標値は平成26年度までに平成22年度比約３割減を目指して事業を実施してきたが、非行者率・刑法犯少年検挙補導人員
は学校に在籍していない少年も含んでいるため、事業の成果が適切に反映されていない。また、規範意識は継続的な取組を確
実に重ねていくことにより徐々に醸成できるものであるため、平成27年度からは、児童生徒と保護者が共に学ぶ学習会を実施
している学校の割合を指標とする。 

【目標達成状況、未達成のときはその理由】  
・平成 26 年度までに、非行者率（10 歳から 19 歳までの少年人口 1,000 人当たりに刑法犯少年が占める割合）及び刑法犯少年

検挙補導人員は、目標値に達成しており、本事業は成果を上げている。 
  

 

４ 
 

有 
効 
性 
・ 
効 
率 
性 

【事業の有効性】  
・学習会実施前後の実態調査結果から児童生徒の具体的に行動する意識の高まりがみられた。 
・学習会実施後のアンケート結果から学習会に参加した保護者の意識の高まりがみられた。 

【事業の効率性】 
・本年度も保護者が参加する学習会の実施回数を各校１回とした。 

 

５ 事業費（千円） H26決算 H27当初 H28当初 人件費 H26 H27 H28 

歳  出 11,227 11,391 11,345 時 間 672 672 672 

（うち一般財源） 11,227 11,391 11,345 人件費（千円） 2,761 2,761 2,761 
 

６ 見直しの内容   

 

継続（ 拡充   改善（実施方法の大きな変更等を伴うもの）   一部改善   縮小 ） 

終了（ 完了   再構築（他の事業に組み替え）   廃止 ） 
 

【上記の理由】 
 平成24年度から、児童生徒の発達の段階や校種に応じてテーマ学習を行い、児童生徒と保護者が共に学び、学校と家庭で連携

して児童生徒の規範意識の育成に取り組んできた。 

本事業により一定の成果を得たものの、ネットに関係するトラブル等の発生をはじめ、生徒指導上の諸問題が依然として後

を絶たない状況であり、規範意識の一層の向上を図る必要がある。 

【見直し内容】  
 
（費用対効果の向上） 
・これまでのネットいじめ等の防止や非行防止、望ましい行動を促進するための学習テーマを実施しているが、社会の情勢等
に応じてテーマの再検討を行い、児童生徒へのより効果的な規範意識向上を図る内容にしていく。 

 
（部局間の調整・連携） 
特になし 

 
（その他） 
特になし 
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